
有限会社豊田あぐりサービス  定款 
 
第１章  総 則 
  （商 号） 
 第１条 当会社は、有限会社豊田あぐりサービスと称する。 
  （本店の所在地） 
 第２条 当会社は、本店を山口県下関市豊田町大字八道６０１番地３に置く。 
 
  （目 的） 
 第３条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
     １．農林作業の受託並びに委託 
     ２．水稲、畑作の経営 
     ３．市民農園の開設運営 
     ４．地域農林特産品の調査・開発・加工及び販売 
     ５．実験農場の設置運営 
     ６．農業施設・機械の受託運営 
     ７．家畜飼料の生産・収集及び販売 
     ８．堆肥の生産販売 
     ９．繁殖牛及び肥育牛の飼育受託 
    １０．農薬・肥料及び種苗の販売 
    １１．園芸用花木・鑑賞用植物等園芸品及び同用品の販売 
    １２．食料品・酒類・清涼飲料水・嗜好飲料及び調味料の販売 
    １３．手芸品・工芸品及び日用品雑貨の販売 
    １４．タバコ・郵便切手及び収入印紙の販売 
    １５．観光用土産品の販売 
    １６．飲食店の経営 
    １７．交流体験施設・宿泊施設の管理運営 
    １８．その他農業公園の景観保全、維持管理 
    １９．前記各号に付帯する一切の事業 
 

（公告の方法） 
第４条 当会社の公告は、官報に掲載してする。 

  
第２章  株 式 
  （発行可能株式総数） 
 第５条 当会社の発行可能株式総数は３５０株とする。 



  （株券の不発行） 
 第６条 当会社は、株式に係る株券を発行しない。 
  （株式の譲渡制限） 
 第７条 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。 
     当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承

認したものとみなす。 
  （株主名簿記載事項の変更） 
 第８条 当会社の株式につき株主名簿記載事項の変更を請求するには、所定の請求書に

株主と株式取得者が記名押印してする。 
   ２ 譲受以外の事由により株式を取得したときは、その事由を証する書面も併せて

提出する。 
  （質権の登録および信託財産の表示） 
 第９条 当会社の株式につき質権の設定または信託財産の表示を請求するには、所定の

請求書に当事者が記名押印し提出する。 
   ２ 登録または表示の変更および抹消についても同様とする。 
  （手数料） 
 第１０条 前２条に定める請求をする場合には、所定の手数料を支払わなければならな

い。 
  （基準日） 
 第１１条 当会社は、営業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主

を持って、その営業年度に係わる定時株主総会において権利を行使すべき株主と

する。 
   ２ 前項のほか、株主または質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要

があるときは、あらかじめ公告をしてそのための基準日を定めることができる。 
  （株主等の氏名住所等の届け出） 
 第１２条 株主もしくは登録質権者は、所定の書面により、その氏名・住所および印鑑

を当会社に届出なければならない。これらに変更があったときも同様とする。 
   ２ 届出をしない者に対しては、そのために生じた損害について、当会社はその責

任を負わない。 
 
第３章  株主総会 
  （招 集） 
 第１３条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨

時株主総会は必要に応じて招集する。 
  （議 長） 
 第１４条 株主総会は、社長が議長となる。 



   ２ 社長に事故あるときは、他の取締役が議長となる。 
  （決議の方法） 
第１５条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席し

た議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 
 （議決権の代理行使） 
第１６条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権

を行使することができる。 
 ２ 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなけ

ればならない。 
 （株主総会の議事録） 
第１７条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果並びにその他法令に定め

る事項については、これを議事録に記載または記録する。 
 

第４章  役 員 
  （取締役及び監査役の員数） 
 第１８条 当会社には取締役を２名以上５名以内を、監査役２名以内を置くものとする。 
  （取締役及び監査役の選任方法） 
 第１９条 当会社の取締役及び監査役は株主総会において当会社の株主の中から選任す

る。 
     ただし、必要があるときは株主以外から選任することができる。 
   ２ 取締役の選任は、累積投票によらない。 
  （代表取締役および社長） 
 第２０条 当会社は、代表取締役１名を取締役の互選により選定する。 
      代表取締役を社長とする。 
  （報酬及び退職慰労金） 
 第２１条 取締役の報酬・賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上

の利益は、株主総会の決議によりこれを定める。 
 
第５章  計 算 
  （事業年度） 
 第２２条 当会社の事業年度は、毎年４月１日から、翌年３月３１日までの年１期とす

る。 
  （利益金の処分） 
 第２３条 毎事業年度の利益金は、欠損を補填し、なお残余があるときは、翌年度に繰

り越すものとする。 
  （決算及び監査） 



 第２４条 取締役は、毎営業年度において決算し、営業報告書・財産目録・賃借対照表・

損益計算書及び利益処分案又は損失処理案を作成し、株主総会に提出してその承認

を受けなくてはならない。 
  ２ 前項の場合において、株主総会に提出する前に監査役の監査を受けなくてはなら

ない。 
  ３ 監査役は、前項の監査の結果を株主総会に報告しなければならない。 
  （株主の閲覧） 
第２５条 当会社の株主は、いつでも会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を請求するこ

とができる。 
 
第６章  附 則 
  （規定外の事項） 
 第２６条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法・会社法の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律その他の法令によるものとする。 
 

平 成  5 年  9 月  ７ 日 作 成 

平成１３年  ９月  ３日 改 正 

平成１４年  ３月２７日 改 正 

平成１６年  ４月２６日 改 正 

平成１６年  ６月２９日 改 正 

平成１７年  ５月２６日 改 正 

平成１９年  ７月２３日 改 正 
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第 22期(平成 26年度)事業報告書、貸借対照表

及び損益計算書

有限会社豊田あぐりサービス

下関市豊田町大字八道601番地3
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第 22期事業報告書

(平成26年4月1日から平成27年 3月 31日まで)

1.事業経過

豊田あぐりサービスは、豊田地域の農業従事者の高齢化や担い手の減少による農地の荒廃

を阻止するため、第3セクターとして平成 5年に設立し、当初、農作業受託を中心に事業を

行ってきましたが、平成 18年から下関市豊田農業公園「みのりの丘」を管理運営する指定

管理者の指定を受け、公園施設の管理を通じた雇用の確保と、地域農業の一翼を担っており

ます。

こうした趣旨を踏まえ、様々な業務を行っておりますが、地域農業を支える農作業の受託

業務は、地域内に農業生産法人や営農組織の育成が推進されていることや、米価が下落傾向

にあることなどから、稲作の作業受託を中心に減少の傾向にあります。

また、農業公園施設の利用者・来箇者数については、焔設ごとに増減はあるものの、全休

的に減少の傾向にあります。これは、施設の老朽化や景観に目新しさがないこ Pなどが一因

と考えられます。

平成26年度の経営状況につきましては、全体として約 1，066千円の7 イナス決算となり

ました。経常収支については、経費の削減に努めたものの、昨年と同程度の約 900千円のマ

イナス決算となりました。

要因としては、無人ヘリによる防除業務の減少をはじめ、イチゴの育苗・定植時の管理不

良による「イチゴ狩りJの中止や収穫量の減少などにより、売り上げが大きく落ち込んだこ

と、また、受託業務や公園管理に必要な無人ヘリコプター、ドラクター、飼料収穫機などの

大型機械の更新による減価償却費の増加、各種助成金などの営業外収益が減少したことが、

大きく影響したものと恩われます。

2.部門別の実績

( 1)一般管理

一般管理費については、ホームページや公的広報誌等の活用などによる広告宣伝費や

コピー機のリース契約の見直しなど、事務費の削減に努めました。また、消費税増税に

伴う各種利用料金や作業料金の見直しを実施し、経費の適正化に努めました。しかしな

がら、レストランや農産物・加工品販売、各体験部門については、消費税の価格転嫁は

困難な状況のまま推移しております。
かん

人件費については、従業員 l名が 12月に退職したこと、パート従業員の農閑期の勤

務時間の短縮、また、常勤取締役を報酬支給に切り替えるなど、人件費の削減や適正化

に努めました。

更に、食彩館のレジスターを更新し、サービスの向上と仕入・販売業務の効率化を図
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りました。

( 2)公園管理
せん

公園内の景観を保つため、花壇に花の植栽や植込みの勇定、こまめな草刈りを行いま

した。

また、公園内緒設については、短期ログ、ハウスの外壁塗装とベランダ補修をはじめ、

遊具の点検・補修などを行い、利用者へのサービス向上に努めました。

( 3)農作業受託

稲作を中心とした普通作物の作業受託状況は、農業生産法人や営農組織の増加により、

減少傾向にあります。

田植えは 5.3haで、前年比 70%、水稲苗の配達は 16，584箱 (82.9ha棺当)で、前年

比 113%、稲刈りは 32.1haで、前年比 92%、その他耕起・代かきは1.3haで、前年比

1. 1ha増となりました。

大豆は、除草、中耕作業、刈取り・乾燥調製作業を行いました。収穫作業は、黒大豆

(のルたぐろ)・白大豆(サチユタカ)の合計 21.1haで、前年比 97%、乾燥調製につ

いては、作柄が良かったこと、オペレーターの技術向上、他地区からも積極的に受け入

れたことから、 33.2tの処理を行い、前年比 155%となりました。

そばは、刈取り・乾燥調製作業が 0.2haで、前年比 15%に詰まりました。要因は、

転作助成金の減額による面積の減少と夏場の天候不順により、収量の減少が大きく影響

したものと思われます。

たまねぎは、公圏内に前年同様 0.3ha定植し、8tを収穫、前年比 66%となりました。

豊田道の釈、 JA rいただきマートJ、学校給食共同調理場、公園内売底で、 7月から

12月まで、市場価格に応じて販売しました。しかしながら、定植遅れにより小玉が多

かったことと、収穫後の天候不順でかびや腐食が発生したことなどから、商品化率が低

下し、販売額は 548千円で、前年比 50%となりました。また、たまねぎ収穫体験を行

い、 90組が体験されました。

受託作業は、豊浦・菊川地区を含め1.8haの該立て作業を行いました。また、公園内

に前年より O.1ha少ない 0.2haの作付けを行い、生育は順調に推移しております。

(4)無人ヘリコプター農薬散布

水稲の防除面積は、出穂前、出穂後の延べ面積 257.5haで、前年比 182%と大幅に増

加しました。要因としては、オペレーターの養成ができたことが大きいと恩われます。

しかしながら、市内全体の受託面積は 2，624haで、前年比 90%と減少しました。

また、麦・大豆については 13.5haで、前年比 11ha増の防除を行いました。

(5)堆肥製造販売

施設の利用状況は、 2戸 1法人から原材料 594tが搬入され、前年比 121%となりま

した。しかしながら、販売量は 111.8tで、前年比 85%と減少しました。

要因は、農家の高齢化や米価の下落により、土づくりの意欲が減退しつつあるものと
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恩われます。

ミネラノレ散布は、トラクターの新規導入に伴い作業料金を見直したことや米価の下落

などから 5.7haで、前年比 39%となりました。

( 6 )ライスセンター

水稲の作況は、 8月の長雨・日照不足により、早生品種は収量・品質ともに低下しま

した。ライスセンターの利用状況は、 54戸、処理量 174.2t (33ha相当)で、前年比

87%となりました。

(7)温室ハウス

サラダほうれん草部門は、燃料費削減のため冬季の栽培を中止したことにより、収穫
とど

量は 5.2トンで、前年比 77%に留まり、販売額は 2，977千円で、前年比 87%となりま

した。経常赤字は 1，795千円で、前年度より 27%削減されました。

トマト部門は、 9月定植の翌年7月まで収穫の周年栽培を行っておりますが、栽培後

半の樹勢が落ちるfFめ、苗の台木を一部変更し、誘引方法も改良した結果、樹勢の改善

も見られ、収穫量は 3.4tで、前年比 117%、販売額は 2，529千円で、前年比 108%と

なりました。この結果、経常赤字は 459千円で、前年度より 35%削減されました。

イチゴ部門は、定植床の管理ミスにより湿害が発生し、生育不良により収穫量は 0.63

tで.前年比 40%‘販売額は 1，000千円で、前年比 44%となりました。経常赤字は 1，533

千円で、前年度より 17%削減されました。

(8)果樹

梨部門は、 4月の開花・交配時の天候に恵まれて着果数が増加し、収穫量は前年度よ

り55%増の 45tになりました。また、梨狩り入園者数は、過去最高の 2，813人で、ア

クセスの良さがリピーターにつながったものと思われます。販売額は、梨狩りを含め、

7，820千円で、前年比 135%となりました。

ブドウ部門では、平成 22年の雪害が尾を号11，、ており、順次補植を行っていま rが、
獣害もあり対応に苦慮しています。そうした中で樹勢の回復も見られ、前年より 3倍以

上の 78kgの収穫を得ることができたことは、将来につながるものと期待しております。

桃・ブルーベリ一等その他の果樹については、桃が増収したもののその他は管理不十

分で減収となりました。

(9 )地域食材供給施設

物販部門の来客数は、年々増加傾向にあり、24，.584人で、前年比 104%となりました。
とど

一方、販売額については 22，236千円で、前年比 93%に留まりました。要因は、トマト

による集客力は依然強いものの、消費税堵税の影響から 1人当たり購買単価が減少した

ものと恩われます。

食堂部門の来客数は、 14，210人で前年比 88%と減少したものの、販売額は 14，965

千円で、前年比約 8%増となりました。要因は、「手打ちそばJはもちろん、ジピエや

山口高原豚を使った新メニューが売り上げ増に大きく貢献したものと思われます。
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豆腐やアイスの生産販売については、前年並みで推移しておりますが、食彩館全体の

販売額は 37，201千円で、前年比 98%となっております。

(1 0)精米・製粉施設

精米製粉は、地域住民や地元加工団体などからの利用が多く、製粉は 91件、処理量

2.1 tで、前年比 77%となりました。精米は 315件、処理量45.2tで、前年比 104%と

なりました。精米・製粉全体でみると利用者数は前年比 106%の 406件、処理量 102%

の47.3tとなっております。

(1 1)体験・都市農村交流

農業体験部門は、参加人数 1，395人で、前年比 123%、参加料収入は 1，106千円で、

前年比 127%となりました。要因は、ホームページや公共広報誌などによる情報発信が

有効的であったものと思われます。

市民農園は、現在6区画が契約され、残り 34区画の内 20区画は、年度初めに草刈り、
うん

耕転などを行い、受け入れ態勢を整えましたが、問い合わせはあるものの、駐車場やト

イレ、水汲み場がないことから、新たな利用者の確保はで、きませんでした。

長期宿泊施設は、 4棟のうち 1棟については、利用者が確保できなかったものの、宿

泊者には野菜作りなど、積極的に農作業をされ、イベントにも家族で参加していただき

ました。

短期宿泊施設は、 1棟で、 8月の天候不順と、建物補修ヱ事により利用を制限したこ

とから、利用者数は 654人で、前年比 71%と減少しました。

(1 2) 肉用牛繁殖育成施設

現在の飼養状況は、肉用繁殖牛26頭、育成・子牛 16頭の計42頭を飼育しておりま

す。今年度の市場への出荷頭数は、子牛 15頭、成牛2頭の計 17頭で、昨年より l頭増、

販売額は 7，773千円で、前年比 113%となりました。要因は、出荷までの飼養管理の改

善により評価が上がったこと、また、子牛不足から購買意欲が高く推移したことによる

ものと思われます。

また、繁殖率も 60%程度で、改善されつつあります。

3.事業成績の推移

〈単位:円)

年度 23年度 24年度 25年度 26年度

(期) (第 19期) (第20期) (第21期) (第22期)

売 上高 194，042，398 200，002，443 202，607，347 194，252，669 

当期純利益 287，687 ム11，274，446 1，954，837 ム1，065，546
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貸借対照表
商号有限会社豊田あぐりサービス 代表者上川正昭

(単位円)
平成27年 間31日現在

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

I 流 動 資 産 23，328，914 ) I 流 動 負 債 20，546，162 ) 
現 金 及 v' 預 金 12，003，365 短 期 f昔 入 金 8，000，000 
売 掛 金 1， 265， 235 来 払 金 10，882，907 
た な 卸 資 産 10，039，045 未 払 法 人 税 等 182，500 
立 替 金 28，269 来 払 消 費 税 等 1，453，300 
貸 包l 号l 当 金 ム 7，000 預 り 金 27，455 

、

E 国 定 資
産産

34， 939，975 ) E 固 定 負 債 29，255，724 ) 
有 汗主 固 定 資 33， 965， 886 ) 長 期 {昔 入 金 13，680，184 
構 築 物 4，557，984 長 期 来 払 金 15，575，540 

機建
核 及 び 装 置 12，698，811 
物 附 属 設 備 93，263 

車 両 連 搬 具 2，462 
工具、器具及び備品 28，332 
生 物 1，372， 187 
日 ス 資 産 15，212，847 

無 売予 国 定 資 産 227，864 ) 
電 話 息日 入 権 227，864 

告 債 の 部 合 言十 49.801._886 
( 純 資 主 産 の 部

I 株 資 本 8，467，003 ) 
1資 本 金 15，300，000 

投資資その他の資産 746.225 ) 2資 本 費量l 余 金 。)

投 有価証金券 500，000 
出 資 78，000 
長 期 前 宇ム 費 用 168，225 

3. ~計l 益 剰 余 金 (ム 6，832，997 ) 
(1)その他利益剰余金 (ム 6，832，997 ) 

grJ 途 積 立 金 50，000 
繰越利益剰余金 ム 6，882，997 

E 評価・換算差額等 ( o ) 

E 繰 延 資 産 o ) 
E 新 株 予 約 権 。)

純資産の部合計 8.467.003 

資 産 の 部 A ロ 計 58，268.889 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 58.268，889 
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商号有限会社豊田あぐりサーピス

科 目

I 売 上 高南
売 上
その他営業収入
指 定 管 理料収入

E 売期 上 原
価高高首 た な 卸

商 品 仕 入
当 期 イ芋 業 原 価
合 言十
他 勘 定 振 替

高高
期 宋 た な 卸
士ヲ乙 上 総 手u 益

直販売費及び一般管理費失費
販常売費及び 一 般 管 理

業損

N 営 業 外 l民 益
受 取 手IJ ，息
受 取 配 当 金
雑 収 入

V 営支業外害j費用
払利息 引料

雑 損 失

経 常 損 失

VI特 Bリ 和j 益
貸 ~J 引当金戻入益

vn特 zu 損 失
特 ZIJ 損 失

税引、前住当民税期及純び事損業税失法人税
当 期 純 損 失

損益計算書

金

67，287，628 
115， 120， 041 
11，845，000 

13，451，837 

- 8 ー

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単位ー円)

額

194，252，669 194，252，669 

1，591，799 
13，451，837 
143.306，563 
158，350， 199 

609，186 
1. 019. 409 1_56. 721. 604 

37，531，065 

39泌1.775 39. 2u1. 775 
1， nn， 710 

2，009 
780 

3， 167， 130 3， 169， 919 

500，589 
1，848，666 宮， 349，255

900，046 

17，000 17，000 

。 。

883，046 
182.500 lli2.50Q 

1. 065. 546 



商号有限会社豊田あぐりサーピエ

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

、ー-r-，-，，-. ， .， 
科 目 金 額

給 与 手 当 14，320，952 
旅 費 チd、マ 通 費 1， 5s7， 450 
広 告 宣 伝 費 67，827 
m 器 包 装 費 1，419，628 
支 払 手 数 料 23，414 
役 員 報 酬 4，715，200 
事 務 員 絵 与 1，822，789 
従 業 員 賞 与 599，999 

福法
定 福 手り 費 4，448，288 
和l 厚 生 費 169，302 

減 価 償 却 費 336，596 
地代家賃・リース費 1， 105，050 
事務用消耗品費 546，852 
通 信 費 864，645 
租 税 公 課 2，775，160 
備 品 1百 耗 品 費 922，653 
貸 侵d 償 却 7，000 
雑 費 3.518.970 
合 計 39，251，775 

た な 卸資産の計算内訳

平成27年 3月31日現在
(単位円)

科 目 金 額
商 品 645，220 
製 品 585，088 
仔 牛 育 成 費 2， 107， 116 
原 材 料 5，967，832 
仕掛品 (半成品) 456，917 
貯 蔵 品 276.872 
d閃h 計 10.039.045 

- 9 



商号有限会社豊田あぐりサーピス

作 業 原価報 .fr. 
広1 書

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月:31日まで

(単位:円}
科 目 金 額

I材 料 費

期首材料棚卸高 6，300，653 
材 料 仕 入 高 46，469.976 
dロh 計 52，770，629 
期末材料棚卸高 5.967.832 
当 期 材 料 費 46，802，797 

E労 務 費
雇 用 人 件 費 18，794.623 
当 期 労 務 費 18，794，623 

E経 :1 作 業 委 託 48，700，368 
電 カ 費 6，999，257 
水 道 代 56，599 
燃 料 費 5.409.832 
荷 造 運 貨 費 246，273 
減 価 償 却 費 6，707，407 
保 守 修 繕 費 6，816，348 
機 械 賃 {昔 料 427，713 I 
保 険 料
f昔 地 料 49，000 
雑 費 1. 132. 050 
当 期 経 費 77.563.170 
当期総作業費用 143，160，590 
期首位掛品たな 卸商 3~1~1i 777 
バロ'. 計 146，358，367 
期宋仕掛品たな 卸高 3，051.804 

L当期 原価 143，306，ij63 
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株主資 本等 変動 計算 書
商号有限会社豊田あぐりサービス

平成26年 4月 1日から
平成27年 3月31日まで

(単イ立:円}

I 株主資本

1.資本金

当期首残高

当期変動額

当期末残高

2 利益剰余金
(1)その他利益剰余金

別途積 立金
当期首残高

当期変動額
当期末残高

繰越利益剰余金

当期首残高

当期変動額

当期純損失
当期末残高

会J....Q位島皇

その他利益剰余金合計

当期首残高
当期変動額

当期純損失

当期末残高
fa_ム』箆」生皇

ムム必忌必皇

E 評価・換算差額等

当期首残高

当期変動額

当期末残高

15，300，000 
0 

15，300.1>1>_0 

50，000 

一盟一」一盟一旦

ム 5，817，451

ム1，065. 546 
D. .6. 882， 997 

ム 5，767，451

ム1，065. 546 
ム 6.832.997

9，532，549 

ム1，065， 546 
B.467.003 

。
旦。

。。
=且

9，532，549 

ム1，065. 546 
8，467003 

純資産の部合計
当期首残高
当期変動額

当期純損失

当期末残高
ム_L_Q鎧」呈亘

吋
目
ム

司
』
晶



第22期収支決算内訳書

(平成26年4月 1日から平成27年 3月 31固まで)

。ム】
司
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利益金処分

当期純利益

E 前期繰越利益剰余金

直 次期繰越利益剰余金

ム 1，065， 546 円

ム 5，817，451 円

ム 6，882，997 円

平成27年 5月 20日

有限会社豊田あぐりサービス

代表取締役 上川正
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監査報告書

有限会社豊田あぐりサービス

代 表取締役上川正昭様

有限会社豊田あぐりサ ピスの平成 26年4月 1日から平成27年3月 31日までの

第 22期事業年度の貸借対照表、損益言十算書及び会計帳簿は‘定款に従い財産及び摂益の

状況を正しく示しているものと認めますc

平成27年 5月 18日

14 

有限会社豊田あぐりサービス

監査役山名俊也



第 23期(平成 27年度)事業計画及び収支計画書

有限会社豊田あぐりサービス

下関市豊田町大字八道601番地3
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第 23期事業計画書

自 平成27年 4月 1日

至平成28年 3月 31日

1.計画の概要

本年度は、経常経費の一層の削減をはじめ、各施設を活用した農畜産物の生産や販売力の

向上と不採算部門の縮小を含め、経営の効率化と安定した経営体質の確立に向けて努力して

まいります。

以下、各部門について今年度の取り組み計画をお示しします。

2.各部門の計画

(1)一般管理

①人事異動により、各部門の業務分担と責任体制を見直し、各業務の円滑化と効率化

に努める。

②コスト意識を徹底し、資材・機械等の購入をはじめ、業務の委託等について、競争

原理を基本に、経費の削減に努める。

③各種体験、レストラン・物販部門など、消費増税に伴う価格転嫁の方法を検討する。

④各種農業機械や設備の管理体制を見直し、保守・点検を徹底して機械・設備の保全

に努める。

⑤各部門間の連絡を密にして各情報を共有するとともに、「報告・連絡・相談J(ほう

れんそう)を徹底し、組織の在り方と青仔持の醸成に努める。

⑥オベレーターの資質向上と安全性の確保のため、積極的に研修・講習会を活用する。

(2)公園管理

①気持ちよく公園で家族が遊び、自然と触れ合えるよう、花木・花の植栽に努める。
ん

②定期的に除草、努定を行う。

③トイレの清掃と施設の安全点検の徹底を図る。

(3)農作業受託

①稲作については、豊田地域を中心に各種作業受託を進める。

②大互については、収穫・乾燥調製作業受託を中心に、他地区からの作業受託も積極

的に受け入れる。また、適期刈取りを円滑に行うため、各生産団体との事前調整を

十分に行う。

no --



③そばについては、収穫・乾燥調製作業が中心であるが、食彩館、体験業務において

も必要なことから、公園内での栽培を拡大するとともに、作業受託も積極的に対応

する。

(4)たまねぎ

定植機や収穫調製機は、平成 22年度に導入しており、作業受託が積極的に行える

よう、関係機関・団体と十分調整する。また、公園内にも収穫体験用、出荷用として
わせ なかてお〈て

前年並みの栽培を行うが、労力配分と出荷体制を考え、早生・中生・晩生を作付けす

る。その他、貯蔵によるたまねぎの劣化を回避するため早期出荷に努める。

(5)無人ヘリコプター農薬散布

昨年、オペレーターを2名養成し、今年は1名のオペレーターを養成することから、

他地域を含め実施面積の拡大に努める。また、水稲だけでなく普通作物全般について

も、豊田地域を中心に防除面積の拡大に努める。
'‘ 

(6 )堆肥製造販売
ふん

①畜産農家の減少とともに、家畜糞尿の搬入が減少しつつあり、原料確保のため関係

機関・団体と協議し、営業活動を行う。

②良質堆肥づくりに努めるとともに、堆肥利用についても効能・利用方法を示し、 P

Rに努める。

③堆肥袋詰め設備の補修を行い、作業の効率化を図る。

(7)ライスセンター

①大豆については、作業受託部門と連携し適期刈取りにより、搬入水分を低く抑え、

燃料費の削減に努める。

②作業の安全性の確保と労働配分の適正化を図る。

(8 )温室ノ、ワス

①サラダほうれん草

-施設の補修が必要なため、本年度は栽培を休止する。

②トマト

-人気品種の「フルティカ」の栽培後半の樹勢確保のため、首の台木の検討と肥培

管理等について、メーカーや県農林事務所と連携を密にし、品質の平準化と生産

量の増加に努めるとともに、ブランド化など有利販売の方法も検討する。

③イチゴ

・昨年の反省を踏まえ、育苗から本ぽ定植の管理を徹底する。

-県推奨品種「かおり野」について、品種特性を十分に発揮させるため、基本技術

を確実に行う。また、年内出荷により有利販売を図るとともに、イチゴ狩りを休

園させることがないよう生産量の向上を図る。

-商品化できないイチゴの有効活用を図るため、食彩館や加工体重量部門と連携し活

17 



( 9 )果樹

①梨

用方法を検討する。

・4月の開花期には不順な天候で二あったが、その後の好天で着果数は持ち直した。

今後は、小玉にならないよう管理を徹底し、前年並みの収量と「なし狩り」来場

者の確保に努める。

②ぶどう

・補植はほぼ終了した。今後は、獣害と湿害に注意し初期生育に努める。平成 22

年の雪害による被害樹も回復してきでおり、前年度以上の収穫量を目指す。

③桃・すもも・ブルーペリー

-桃・すももは、木が大きくなっており、前年度以上の収穫量を目指す。また、カ

ラスや他の鳥類被害が多く、対策を検討する。

・ブ、ルーベリーは、木が小さく、安定した生産は望めないが、食彩館と連携し有効

活用を図る。

(l 0)地域食材供給施設

平成 25年 4月、「みのりの丘ジピエセンターJがオープンしたことにより、新たな

食材・加工品の開発や、圏内での野菜生産を拡充して品請えの充実を図り、新たな集

客に努める。

(1 1)精米・製粉施設

新規利用者の確保のため、利用者の意見を十分に把握し、利用者の要望に沿えるよ

う一層努力する。

(l 2)体験・都市農村交流

公園内の農畜産物を活用した「ジャム作りJや「ワインナー作りJなど体験メニュ

ーの開発と PRlこ努め、農業体験者の拡大を図る。また、体験料の見直しゃ他の部門

とのセット体験などについても検討する。

(1 3)肉用牛繁殖育成施設

①各牛の登記書・履歴を整理し、飼養管理の基本データを集積する。

②畜舎の清掃に努め、定期的な清掃と保存飼料の管理を十分に行う。

③各成牛の繁殖計画を作成し、効率的な受精・受胎に努め、計画出荷を行う。

④公圏内の未利用地を有効活用して、採草・放牧地を拡大し、粗飼料を確保するとと

もに、放牧景観を公園の魅力としてPRし、集客に努める。

⑤公圏内の未利用雑草を粗飼料として活用する体制を整え、飼料費の削減を図る。

⑥農業生産法人と連携して稲わらを確保し、wcsに傭らない飼料給与体制を整える。
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第 23期収支計画書

(平成 27年4月 1日から平成 28年 3月 31日まで)
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之〉、
コミ 社 の 概 要

(平成27年 3月31日現在)

①商 ヲロヲ 有限会社豊田あぐりサ ピス

②本庖所在地 山口県下関市豊田町大字八道601番地3

③設立年月日 平成5年 10月 20日

④出資者及び資本金 下 関 市 (1 70口) 8，500，000円

下関農業協同組合 (120口) 6，000，000円

株式会社豊田ふるさとセンター

10口) 500，000円

新 岡 正 2口) 100，000円

コEt3 田 太 2口) 100，000円

上 )11 正 昭 2口) 100，000円

資 本 金 (306口) 15，300，000円

( 1口:50，000円)

⑤取締役及び監査役 代表取締役 上川正昭

取締役 中丸徳之

取締役 吉田太

監査役 山名 俊也

⑥従業員の状況
区分

従 業員数 平均 平 均 出向

(前期比増減) 年齢 勤続年数 職員数

男性 5名(ム 1名) 40歳 5年 0名

女性 2名 ( 0名) 53歳 9年 0名

合計 7名(ム王名) 44歳 6年 0名
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